
上
尾
地
方
交
通
安
全
協
会
で
は
、

優
良
運
転
者
を
表
彰
し
ま
す
。
対

象
と
な
る
方
は
申
請
を
し
て
く
だ

さ
い
。

対
象

次
に
揚
げ
る
年
数
に
お
い

て
無
事
故
無
違
反
の
方

①
5
年
以
上
10
年
未
満
（
職
業
運

転
者
は
3
年
以
上
）

②
10
年
以
上
15
年
未
満

③
15
年
以
上
20
年
未
満

④
20
年
以
上
25
年
未
満

⑤
25
年
以
上
30
年
未
満

⑥
30
年
以
上
35
年
未
満

⑦
35
年
以
上
40
年
未
満

⑧
40
年
以
上

※
た
だ
し
次
の
方
は
除
き
ま
す
。

・
過
去
に
受
け
た
年
数
よ
り
短
い

期
間
の
表
彰
年
数
の
方

・
同
じ
番
号
の
表
彰
を
受
け
た
こ

と
が
あ
る
方

・
今
ま
で
に
県
警
本
部
長
、
交
通

部
長
以
上
の
表
彰
を
受
け
た
こ

と
が
あ
る
方
（
⑤
⑥
⑦
⑧
に
該

当
す
る
方
は
、
交
通
部
長
以
上

の
表
彰
を
受
け
た
方
で
も
構
い

ま
せ
ん
。）

申
請
に
必
要
な
書
類
（
a
・
b
の

申
請
書
類
は
受
付
先
に
あ
り
ま
す
）

a
表
彰
申
請
書

b
無
事
故
無
違
反
証
明
書
（
平
成

25
年
6
月
3
日
�
以
降
に
自
動

車
安
全
セ
ン
タ
ー
で
発
行
さ
れ

た
も
の
）

※
証
明
の
発
行
に
は
15
日
程
か
か

り
ま
す
。

c
職
業
運
転
経
歴
証
明
書
（
職
業

運
転
者
3
年
以
上
5
年
未
満
申

請
の
場
合
の
み
必
要
）

d
交
通
安
全
協
会
会
員
証

受
付

6
月
3
日
�
〜
7
月
31
日

�
に
上
尾
地
方
交
通
安
全
協
会
事

務
局
ま
た
は
町
生
活
安
全
課
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
優
良
運
転
者
等
表
彰
式
】

10
月
26
日
�
上
尾
市
文
化
セ
ン

タ
ー
で
行
い
ま
す
。

※
受
賞
者
に
は
詳
細
を
9
月
上
旬

ま
で
に
、
は
が
き
で
通
知
し
ま
す
。

3

上
尾
地
方
交
通
安
全
協
会
�

７
７
１
┃
４
１
７
６
ま
た
は
町
生

活
安
全
課
9
２
２
８
４

児
童
手
当
は
、
中
学
校
修
了
前

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
に
支

給
さ
れ
ま
す
。（
所
得
制
限
あ
り
）

手
当
の
支
給
は
原
則
申
請
日
の
翌

月
分
か
ら
に
な
り
ま
す
。

●
現
況
届
は
6
月
30
日
ま
で
に

現
在
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い

る
方
は
、
6
月
中
に
現
況
届
を
提

出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
届
は
、
受
給
者
の
前
年
の

所
得
、
児
童
の
養
育
状
況
な
ど
を

確
認
し
、
引
き
続
き
手
当
を
受
給

で
き
る
か
審
査
す
る
も
の
で
す
。

現
況
届
は
、
6
月
30
日
�
ま
で

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
提
出

が
必
要
な
方
に
は
、
6
月
に
書
類

を
郵
送
し
ま
す
。）

3

福
祉
課
児
童
係
9
２
１
６
０

町
で
は
、
成
年
後
見
制
度
の
利

用
促
進
を
図
る
た
め
、
申
立
費
用

の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

補
助
対
象

申
立
て
に
か
か
る
費

用
（
収
入
印
紙
代
、
成
年
後
見
用

医
師
診
断
書
料
、
鑑
定
費
用
、
戸

籍
全
部
事
項
証
明
発
行
手
数
料
等
）

補
助
額
（
上
限
額
10
万
円
）

①
被
後
見
人
等
が
市
町
村
民
税
課

税
世
帯
の
場
合
…
申
立
て
に
か

か
る
費
用
の
2
分
の
1

②
被
後
見
人
等
が
市
町
村
民
税
非

課
税
世
帯
の
場
合
…
申
立
て
に

か
か
る
費
用
の
2
分
の
2

対
象

町
内
在
住
の
高
齢
者
、
知

的
障
害
者
ま
た
は
精
神
障
害
者
等

に
つ
い
て
、
成
年
後
見
制
度
の
申

立
て
を
行
っ
た
方

3

福
祉
課
総
合
福
祉
係
9
２
１

２
５
ま
た
は
障
害
者
福
祉
係
9
２

１
２
１

日
時

7
月
20
日
�
9
時
30
分
〜

16
時
30
分

場
所

さ
い
た
ま
赤
十
字
病
院

（
さ
い
た
ま
市
中
央
区
上
落
合
8

―
3
―
33
）

内
容

災
害
救
護
学
習
、
救
護
資

器
材
の
取
扱
い
、
応
急
手
当

対
象

満
15
歳
以
上
の
方

定
員

50
名
（
応
募
多
数
の
場
合

は
抽
選
）

受
講
料

5
0
0
円
（
教
材
費
、

保
険
料
等
）

2

6
月
20
日
�
（
当
日
消
印
有

効
）
ま
で
に
は
が
き
に
「
防
ボ
ラ

第
2
回
希
望
」、
氏
名
、
ふ
り
が

な
、
性
別
、
郵
便
番
号
、
住
所
、

電
話
番
号
、生
年
月
日
を
明
記
し
、

〒
3
3
0
―
0
0
6
4
さ
い
た
ま

市
浦
和
区
岸
町
3
―
17
―
1
日
本

赤
十
字
社
埼
玉
県
支
部
救
護
係
へ

郵
送

3

日
本
赤
十
字
社
埼
玉
県
支
部

救
護
係
�
７
８
９
┃
７
１
０
９

男
性
と
女
性
が
、
職
場
で
、
学

校
で
、
地
域
で
、
家
庭
で
、
そ
れ

ぞ
れ
の
個
性
と
能
力
を
発
揮
で
き

る
「
男
女
共
同
参
画
社
会
」。

そ
の
実
現
の
た
め
に
は
、
み
な

さ
ん
一
人
ひ
と
り
の
取
組
が
必
要

で
す
。

私
た
ち
の
ま
わ
り
の
男
女
の
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
つ
い
て
、
こ

の
機
会
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

●
女
性
相
談
の
お
知
ら
せ

日
時

6
月
26
日
�
10
時
〜
13
時

こ
こ
ろ
、
か
ら
だ
、
家
族
、
子

育
て
、
介
護
、
D
V
、
人
間
関
係

の
悩
み
な
ど
、
女
性
が
抱
え
る
さ

ま
ざ
ま
な
悩
み
や
不
安
、
問
題
な

ど
を
女
性
の
立
場
に
立
ち
、
専
門

の
女
性
相
談
員
が
ご
相
談
を
お
受

け
し
ま
す
。（
お
一
人
に
つ
き
、
50

分
間
）

例

夫
や
恋
人
の
暴
力
か
ら
逃
れ

た
い
、
離
婚
し
た
い
け
ど
生
活
が

16

お間違えなく！！
「○○○課○4けたの数字」とある場合は、まず伊奈町役場の代表番号（�721-2111）におかけのうえ、内線番号をお伝えください。

暮らし・いきいき

暮らし・いきいき

伊奈町役場  C721-2111（代） 

Town information
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伊奈町役場  C721-2111（代） 

Town information

優
良
運
転
者
を
表
彰
し
ま
す

児
童
手
当
制
度

成
年
後
見
制
度
支
援
補
助
金

赤
十
字
防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
養
成
セ
ミ
ナ
ー
〈
基
礎

編
〉
第
2
回

”紅
一
点
じ
ゃ
、足
り
な
い
。“

6
月
23
日
〜
29
日
は

「
男
女
共
同
参
画
週
間
」

支給対象�

 0 歳から 3 歳未満�

中学生�

所得制限額�
未満�

15,000円�

10,000円�

15,000円�

10,000円�

第1子・第2子�

第3子以降�

 3 歳以上�
小学校修了前�

所得制限額�
以上�

�

一律�

5,000円�

支給月額�所得制限限度額（平成24年中の所得）�
扶養親族等の数�

 0 人�
 1 人�
 2 人�
 3 人�
 4 人�

所得額�
6 3 0 万円�
6 6 8 万円�
7 0 6 万円�
7 4 4 万円�
7 8 2 万円�

※所得とは、給与の場合、給与収入か�
　ら給与所得控除したあとの額です。�
※上の表には、一律に控除される 8 万�
　円をあらかじめ加えてあります。�
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不
安
、
育
児
に
自
信
が
な
い
等

そ
の
他

相
談
無
料
、
秘
密
は
必

ず
守
り
ま
す
。

2
/
3

人
権
推
進
課
9
２
２
４

１
家
庭
用
の
生
ご
み
処
理
容
器
ま

た
は
生
ご
み
減
量
化
機
器
を
購
入

す
る
方
に
、
次
の
と
お
り
補
助
金

を
交
付
し
ま
す
。

対
象
（
次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た

す
方
）

・
町
内
に
住
所
を
有
し
、
現
に
居

住
し
て
い
る
方

・
処
理
容
器
等
を
常
に
良
好
な
状

態
で
維
持
管
理
で
き
る
方

・
堆
肥
化
さ
れ
た
生
ご
み
を
自
家

処
理
で
き
る
方

・
町
内
の
店
舗
で
処
理
容
器
等
を

購
入
し
た
方

補
助
額

コ
ン
ポ
ス
ト
型
容
器

購
入
金
額

の
2
分
の
1
の
額
（
た
だ
し
、
限

度
額
を
1
基
に
つ
き
、
2,
5
0

0
円
と
し
、
1
世
帯
2
基
ま
で
）

バ
ケ
ツ
型
容
器

購
入
金
額
の
2

分
の
1
の
額
（
た
だ
し
、
限
度
額

を
1
基
に
つ
き
、
1,
0
0
0
円

と
し
、
1
世
帯
2
基
ま
で
）

生
ご
み
減
量
化
機
器

購
入
金
額

の
2
分
の
1
の
額
（
た
だ
し
、
限

度
額
を
2
0,
0
0
0
円
と
し
、

1
世
帯
1
基
ま
で
）

3

手
続
き
等
詳
し
く
は
環
境
対

策
課
9
２
２
５
３
へ

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
や
若

年
者
納
付
猶
予
、
学
生
納
付
特
例

が
承
認
さ
れ
た
期
間
は
、
保
険
料

を
納
め
た
場
合
よ
り
も
将
来
受
け

る
年
金
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
期
間
は
10
年
以
内
で

あ
れ
ば
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ

と
（
追
納
）
が
で
き
、
保
険
料
を

納
付
し
た
場
合
と
同
じ
年
金
額
で

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

追
納
す
る
場
合
は
、
2
年
を
過

ぎ
る
と
経
過
し
た
期
間
に
応
じ
た

額
が
加
算
さ
れ
ま
す
の
で
、
生
活

に
ゆ
と
り
が
で
き
た
ら
早
め
に
追

納
す
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

3

保
険
医
療
課
国
民
年
金
係
9

２
１
７
３

●
平
成
25
年
度
危
険
物
取
扱
者
試

験日
時

①
7
月
28
日
�
、
②
8
月

4
日
�

場
所

①
獨
協
大
学
（
草
加
市
）、

②
埼
玉
工
業
大
学
（
深
谷
市
）

種
類

全
種
類

受
付
期
間

6
月
21
日
�
〜
7
月

2
日
�

受
付
方
法

受
付
期
間
中
に
、
�

消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
埼
玉
県

支
部
へ
願
書
を
直
接
持
参
ま
た
は

郵
送
。

「
電
子
申
請
」（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

か
ら
の
受
験
申
請
）
の
場
合
は
、

消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

h
ttp
://w
w
w
.sh
o
u
b
o
-sh
ik
e

n
.o
r.jp

受
験
案
内
お
よ
び
願
書
は
、
県

内
消
防
本
部
ま
た
は
消
防
試
験
研

究
セ
ン
タ
ー
埼
玉
県
支
部
で
配
布

し
ま
す
。

●
危
険
物
取
扱
者
・
消
防
設
備
士

免
状
を
お
持
ち
の
皆
様
へ

危
険
物
取
扱
者
免
状
と
消
防
設

備
士
免
状
に
貼
っ
て
あ
る
写
真
は
、

10
年
に
1
回
貼
り
替
え
が
必
要
と

な
り
ま
す
の
で
、
現
在
お
持
ち
の

免
状
の
期
限
を
お
確
か
め
く
だ
さ

い
。な

お
、
書
換
え
手
続
き
が
必
要

な
場
合
は
、
申
請
書
を
消
防
本
部

（
署
）
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

3

消
防
本
部
�
７
２
２
┃
８
１

１
１町

農
業
経
営
者
が
丹
精
込
め
て

栽
培
し
た
さ
つ
ま
い
も
を
掘
っ
て

み
ま
せ
ん
か
。

場
所

大
針
地
内
の
畑

募
集

30
う
ね（
1
う
ね
約
60
株
）

費
用

3,
0
0
0
円
／
1
う
ね

（
予
定
）

収
穫
時
期

10
月
中
旬
か
ら
11
月

中
旬

2

7
月
1
日
�
か
ら
先
着
順

（
定
員
に
な
り
次
第
終
了
）

3

産
業
振
興
課
9
２
２
３
１

17

暮らし・いきいき

暮らし・いきいき

伊奈町役場  C721-2111（代） 

Town information

暮らし・いきいき暮らし・いきいき〒362－8517　伊奈町大字小室9493

暮らし・いきいき

伊奈町役場伊奈町役場  C721-2111（代）（代） （代） 

Town information

※掲載希望の方は、掲載希望月の前月５日までに、持参または郵送で企画課秘書広報係まで。ただし月により締切日が変わることもありますのでお問い合わせください。 

消
防
本
部
か
ら
の
お
知
ら
せ

生
ご
み
処
理
容
器
等
購
入
者

に
補
助
金
を
交
付
し
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
の
追
納

が
で
き
ま
す

伊奈町の放射線の測定結果について伊奈町の放射線の測定結果について
　町では、町内21か所で大気中の放射線量の測定を行いました。�
　結果は下表のとおりです。�
・測　定　日　　平成25年 5 月 1 日��
・測　定　器　　富士電機株式会社製　　型式ＮＨＣ 7 �
　　　　　　　　（エネルギー補償型　シンチレーションサーベイメータ）�

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21

小針北小学校 

北保育所 

西小針公園 

カオルキッズランド伊奈園 

小針小学校 

町制施行記念公園 

小針中学校 

伊奈はなぞの幼稚園 

みちのこ保育園 

中央児童公園 

伊奈中学校 

中央保育所 

小室小学校 

ピノ保育園 

南中学校 

しろがね小室幼稚園 

南保育所 

南小学校 

津地児童公園 

中島児童公園 

伊奈栄幼稚園 

内宿台5－214－1 

内宿台5－214－3 

西小針5－106 

小針新宿523－1 

寿2－80－1 

小針内宿732－1 

学園2－207 

大針236－2 

小室9544 

本町1－136 

小室5166 

小室6968－3 

小室7981 

小室1027－2 

小室3001 

小室3230 

小室3114 

栄4－1 

栄3－61 

栄2－88 

小室2201

0.035 

0.089 

0.053 

0.066 

0.058 

0.054 

0.051 

0.047 

0.052 

0.059 

0.040 

0.052 

0.063 

0.057 

0.062 

0.054 

0.058 

0.078 

0.074 

0.062 

0.068

測　定　地　点 所　在　地 測定値（μＳｖ／ｈ） 

※国で定める基準は、0.23μsv/hで、1ｍまたは50ｃｍの高さで測定することとされています。 
※地上50㎝の高さで測定（中学校は1m） 

さ
つ
ま
い
も
掘
り

開
催
し
ま
す�

開
催
し
ま
す�
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